
第１回 車両技術委員会 

議 事 次 第 

 

 令和 7年 11月 10日（月） 

 

 

１．開  会 午後１時３０分 

 

２．役員選任 

 

３．委員長挨拶 

 

４．議  題 （１３：４０～１４：５０） 

（１）「車両技術委員会」設置の背景と活動の方向性について【審議事項】 

① 全ト協「委員会規程」                      資料１-１ 

② 「車両技術委員会」設置について                 資料１-２ 

 

（２）車輪脱落事故の発生状況と事故防止に向けた取り組みについて 

① 国土交通省公表資料 

ア．冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施について         資料２-１ 

イ．中間とりまとめをうけた事故防止対策の進捗状況について  資料２-２ 

 

② 全日本トラック協会資料 

ア．大型車の車輪脱落事故要因に関する自動車工業会の見解  資料２-３ 

イ．令和７年版車輪脱落事故防止啓発リーフレット          資料２-４ 

ウ．車輪脱落事故惹起事業者に対する行政処分等           資料２-５ 

 

（３）車輪脱落事故責任の明確化に係る実証実験について 

  ① 滋賀県トラック協会が設置する国土交通省等との意見交換会     資料３-１ 

② トルクレンチで適正締付け                    資料３-２ 

③ 大型車脱輪事故の原因究明のための基礎実験企画書         資料３-３ 

 

５．その他 

６．閉  会 午後３時３０分 



令和7年11月10日現在

（　敬　称　略　）

ブロック 所属協会 会社名 役　職 氏　名

◎ 全ト協 滋賀 （株）松田商事 代表取締役会長 松田　直樹

北海道 北海道 武田運輸（株） 代表取締役社長 武田　秀一

東北 秋田 六郷小型貨物自動車運送（株） 代表取締役 近藤　哲泰

関東 千葉 （株）池田自動車運輸 社長 池田　和彦

北陸信越 石川 沖津運輸（株） 代表取締役社長 沖津　憲洋

中部 岐阜 （株）エスラインギフ 代表取締役会長 山口　嘉彦

近畿 滋賀 （株）三立運輸 代表取締役 本棒　直樹

中国 鳥取 (有)川上運輸 代表取締役会長 川上　和人

四国 愛媛 四國陸運（株） 代表取締役社長 門田　大

九州 沖縄 大成通運（株） 社長 新城　英一

◎：委員長
○：副委員長

車両技術委員会　名簿（案）



資料１関係 

（１）「車両技術委員会」設置の背景と活動の方向性について【審議事項】

① 全ト協「委員会規程」   資料１-１ 

② 「車両技術委員会」設置について   資料１-２ 



委員会規程細則

平成２５年６月 ５日制定

平成２７年４月 １日改定

平成３０年４月 １日改定

令和 ２年７月１０日改定

令和 ５年７月１３日改定

令和 ６年７月１１日改定

令和 ７年６月２５日改定

令和 ７年７月１０日改定

（総則）

第１条 委員会規程第３条並びに第４条別表に基づく常任委員会の所管事項、

委員構成、担当事務局その他については、この細則の定めるところによる。

（総務委員会の所管事項）

第２条 総務委員会は次の事項を所管する。

（１）事業計画に関すること

（２）事業報告に関すること

（３）運輸事業振興助成交付金に係る外部評価に関すること

（４）一般会計及び交付金特別会計、鈴木基金特別会計に係る予算、決算に

関すること

（５）会計に関すること

（６）会費に関すること

（７）資金の運用、管理に関すること

（８）組織の運営（他委員会の所管を除く）に関すること

（９）諸規程類の整備に関すること

（１０）公益法人制度に関すること

（１１）人事に関すること

（１２）栄典及び表彰に関すること

（１３）事業者大会に関すること

（１４）諸外国との交流に関すること

（１５）その他他委員会に属さない事項

（物流政策委員会の所管事項）

第３条 物流政策委員会は次の事項を所管する。

資料１―１ 
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（１）貨物自動車運送事業法等関係法令（他委員会の所管事項を除く）に関

すること

（２）物流に係る各種政策（他委員会の所管事項を除く）に関すること

（３）運賃制度に関すること

（４）労働政策に関すること

（適正化事業委員会の所管事項）

第４条 適正化事業委員会は次の事項を所管する。

（１）地方適正化事業の基本方針策定、指導に関すること

（２）適正化事業指導員への研修に関すること

（３）適正化事業苦情調査業務の基本方針策定・指導に関すること

（４）適正化事業調査員への研修に関すること

（５）輸送秩序確立方策策定に関すること

（６）安全性評価事業に関すること

（７）適正化事業に係る啓発・広報活動に関すること

（税制委員会の所管事項）

第５条 税制委員会は次の事項を所管する。

（１）税制（自動車税制、中小企業に係る税制等）のあり方に関すること

（２）税制・施策の要望に関すること

（３）国への予算要望に関すること

（広報委員会の所管事項）

第６条 広報委員会は次の事項を所管する。

（１）機関紙「広報とらっく」の発行に関すること

（２）ホームページの制作、管理に関すること

（３）トラック輸送の役割と重要性の理解促進に関すること

（４）業界のイメージ向上に関すること

（交通対策委員会の所管事項）

第７条 交通対策委員会は次の事項を所管する。

（１）交通事故防止対策及び安全に関する車両技術に関すること

（２）交通円滑化等の対策に関すること

（３）全国トラックドライバー・コンテストに関すること

（４）運行管理対策に関すること

（５）緊急輸送に関すること
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（環境対策・ＧＸ委員会の所管事項）

第８条 環境対策・ＧＸ委員会は次の事項を所管する。

（１）大気汚染及び騒音等環境対策に関すること

（２）地球温暖化対策に関すること

（３）燃料価格の調査に関すること

（労働安全・災害防止委員会の所管事項）

第９条 労働安全・災害防止委員会は次の事項を所管する。

（１）労働災害対策に関すること

（２）労務対策実施上の諸問題に関すること

（３）睡眠時無呼吸症候群、新型インフルエンザ対策等労働者の健康管理に関

すること

（経営改善・ＤＸ委員会の所管事項）

第１０条 経営改善・ＤＸ委員会は次の事項を所管する。

（１）経営基盤強化対策に関すること

（２）運転者及び従業員の雇用確保対策並びに外国人ドライバーに関すること

（３）事業者のＤＸ推進に関すること

（４）青年・女性組織及び事業後継者等人材育成に関すること

（５）近代化基金融資及び管理に関すること

（物流ネットワーク委員会の所管事項）

第１１条 物流ネットワーク委員会は次の事項を所管する。

（１）広域、地域の物流ネットワークに係る固有の諸課題に関すること

（道路・施設委員会の所管事項） 

第１２条 道路・施設委員会は次の事項を所管する。 

（１）重要物流道路並びに道路整備に関すること

（２）高速道路の料金に関すること

（３）特殊車両通行制度に関すること

（４）他団体との連携等、要望活動の進め方に関すること

（５）長距離トラックの安全運行確保のため必要な共同休憩施設及び附帯施設

の管理及び運営等に関すること

（６）安全運行確保のための運行情報センターの管理及び運営に関すること

（７）第５号及び第６号に掲げる施設の建設、整備及び廃止に関すること

（適正取引委員会の所管事項）

第１３条 適正取引委員会は次の事項を所管する。
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（１）多重下請構造に関すること

（２）業界内の適正取引に関すること

（３）荷主との適正取引に関すること

（４）独占禁止法及び下請代金支払遅延等防止法に関すること

（トラック適正化二法対策委員会の所管事項）

第１４条 トラック適正化二法対策委員会は次の事項を所管する。

（１）トラック適正化二法に関すること

（２）許可の更新制度の導入に関すること

（３）適正原価に関すること

（４）貨物自動車運送事業の適正化のための体制に関すること

（次世代トラック対応委員会の所管事項）

第１５条 次世代トラック対応委員会は次の事項を所管する。

（１）次世代トラックに関すること

（２）次世代トラックに係るインフラ・環境整備に関すること

（３）次世代トラックに係る制度・法律等に関すること

（社会的評価向上委員会の所管事項）

第１６条 社会的評価向上委員会は次の事項を所管する。

（１）トラック業界の社会的評価の向上に関すること

（２）トラック業界に従事する全ての者に係るハラスメント行為、

防止対策に関すること

（車両技術委員会の所管事項）

第１７条 車両技術委員会は次の事項を所管する。

（１）車両の安全技術に関すること

（２）車両の保守・管理に関すること

（３）車両の構造等に関すること

（総務委員会の委員構成）

第１８条 総務委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）副会長

（２）定款第５７条に定めるブロック協会（以下「ブロック協会」という。）

推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。）

（３）会長指名者（若干名）
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（物流政策委員会の委員構成）

第１９条 物流政策委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とす

る。）

（２）会長指名者（若干名）

（適正化事業委員会の委員構成）

第２０条 適正化事業策委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とす

る。）

（２）会長指名者（若干名）

（税制委員会の委員構成）

第２１条 税制委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とす

る。）

（２）会長指名者（若干名）

（広報委員会の委員構成）

第２２条 広報委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とす

る。）

（２）会長指名者（若干名）

（交通対策委員会の委員構成）

第２３条 交通対策委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）都道府県トラック協会単位の交通対策を扱う委員会の委員又は専門家

（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。）

（環境対策・ＧＸ委員会の委員構成）

第２４条 環境対策・ＧＸ委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）都道府県トラック協会単位の環境対策を扱う委員会の委員又は専門家

（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。）

（労働安全・災害防止委員会の委員構成）

第２５条 労働安全・災害防止委員会の委員は次に掲げるものとする。

（１）都道府県トラック協会単位の労働問題を扱う委員会の委員又は専門家

（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。）

5



（経営改善・ＤＸ委員会の委員構成） 
第２６条 経営改善・ＤＸ委員会の委員は次に掲げるものとする。 
 （１）都道府県トラック協会単位の経営改善及び情報化を扱う委員会の委員

又は専門家（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。） 
（２）全ト協青年部会長及び全ト協女性部会長 

 
（物流ネットワーク委員会の委員構成） 
第２７条 物流ネットワーク委員会の委員は次に掲げるものとする。 
 （１）ブロック協会推薦者（原則地域の物流ネットワークに従事する事業者

とする。） 
 （２）会長指名者（広域の物流ネットワークに従事する事業者若干名） 
 
（道路・施設委員会の委員構成） 
第２８条 道路・施設委員会の委員は次に掲げるものとする。 
（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とす 

る。） 
 （２）会長指名者（若干名） 
 
（適正取引委員会の委員構成） 

第２９条 適正取引委員会の委員は次に掲げるものとする。 

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。） 

（２）会長指名者（若干名） 

 

（トラック適正化二法対策委員会の委員構成） 

第３０条 トラック適正化二法対策委員会の委員は次に掲げるものとする。 

（１）会長指名者（若干名） 

 

（次世代トラック対応委員会の委員構成） 

第３１条 次世代トラック対応委員会の委員は次に掲げるものとする。 

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。） 

（２）会長指名者（若干名） 

 

（社会的評価向上委員会の委員構成） 

第３２条 社会的評価向上委員会の委員は次に掲げるものとする。 

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。） 

（２）会長指名者（若干名） 
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（車両技術委員会の委員構成） 

第３３条 車両技術委員会の委員は次に掲げるものとする。 

（１）ブロック協会推薦者（原則都道府県トラック協会の会員事業者とする。） 

（２）会長指名者（若干名） 

 

（担当事務局） 
第３４条 各常任委員会に係る事務は次の部署で行う。 
 （１）総務委員会（総務部） 
 （２）物流政策委員会（企画部） 
 （３）適正化事業委員会（適正化事業部） 
 （４）税制委員会（企画部） 
 （５）広報委員会（広報部） 
 （６）交通対策委員会（交通・環境部） 
 （７）環境対策・ＧＸ委員会（交通・環境部） 
 （８）労働安全・災害防止委員会（交通・環境部） 
 （９）経営改善・ＤＸ委員会（経営改善事業部） 
 （１０）物流ネットワーク委員会（輸送事業部） 
（１１）道路・施設委員会（道路・施設部） 
（１２）適正取引委員会（企画部） 
（１３）トラック適正化二法対策委員会（企画部） 
（１４）次世代トラック対応委員会（交通・環境部） 
（１５）社会的評価向上委員会（経営改善事業部） 
（１６）車両技術委員会（交通・環境部） 

 
（附則） 
この細則は、平成２５年６月５日より実施する。 
 
（附則） 
この細則は、平成２７年４月１日より実施する。 
 
（附則） 
この細則は、平成３０年４月１日より実施する。 
 
（附則） 
この細則は、令和２年７月１０日より実施する。 
 
（附則） 
この細則は、令和５年７月１３日より実施する。 
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（附則） 
この細則は、令和６年７月１１日より実施する。 
 
（附則） 
この細則は、令和７年６月２５日より実施する。 
 
（附則） 
この細則は、令和７年７月１０日より実施する。 
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送

事
業
法
等

関
係

法
令

（
他
委

員
会
の
所

管
を

除
く

）

・
物
流
政
策
、
運
賃

制
度

・
労
働
政
策

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

企
画
部
 

適
正

化
事

業
委

員
会

 
・
地
方
適
正
化
事
業

の
基
本
方

針
策

定
・

指
導

・
適
正
化
事
業
指
導

員
へ
の
研

修

・
適
正
化
事
業
苦
情

調
査
業
務

の
基

本
方

針
策
定

・
指
導

・
適
正
化
事
業
調
査

員
へ
の
研

修

・
輸
送
秩
序
確
立
方

策
策
定

・
安
全
性
評
価
事
業

・
適
正
化
事
業
に
係

る
啓
発
・

広
報

活
動

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

適
正
化
事
業
部
 

税
制

委
員

会
 

・
税
制
（
自
動
車
税

制
、
中
小

企
業

に
係

る
税
制

等
）
の
あ

り
方

に
関

す
る
こ

と

・
税
制
・
施
策
の
要

望

・
国
へ
の
予
算
要
望

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

企
画
部
 

広
報

委
員

会
 

・
機
関
紙
「
広
報
と

ら
っ
く
」

の
発

行
、

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の

制
作

・
管

理

・
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
の

役
割
と
重

要
性

の
理

解
促
進

に
関
す
る

こ
と

・
業
界
の
イ
メ
ー
ジ

向
上
に
関

す
る

こ
と

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

広
報
部
 

交
通

対
策

委
員

会
 

・
交
通
事
故
防
止
対

策
及
び
安

全
に

関
す

る
車
両

技
術

・
交
通
円
滑
化
等
の

対
策

・
全
国
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー

・
コ

ン
テ

ス
ト

・
運
行
管
理
対
策

・
緊
急
輸
送

①
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
単
位
の
交
通

対
策
を
扱
う
委
員
会
の
委
員
又
は
専
門
家

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

交
通
・
環
境
部
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環
境
対

策
・

Ｇ
Ｘ

委
員
会

 
・
大
気
汚
染
及
び
騒

音
等
環
境

対
策

・
地
球
温
暖
化
対
策

・
燃
料
価
格
の
調
査

①
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
単
位
の

環
境

対
策
を
扱
う
委
員
会
の
委
員
又
は
専
門
家

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

交
通
・
環
境
部
 

労
働

安
全

・
災

害
防

止
委
員
会

 
・
労
働
災
害
対
策

・
労
務
対
策
実
施
上

の
諸
問
題

・
睡
眠
時
無
呼
吸
症

候
群
対
策

、
新
型

イ
ン
フ

ル
エ
ン

ザ
対

策
等

労
働

者
の
健

康
管
理

①
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
単
位
の

労
働

問
題
を
扱
う
委
員
会
の
委
員
又
は
専
門
家

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

交
通
・
環
境
部
 

経
営

改
善

・
Ｄ

Ｘ
委

員
会
 

・
経
営
基
盤
強
化
対

策

・
運
転
者
及
び
従
業

員
の
雇
用

確
保

対
策

並
び
に

外
国
人
ド

ラ
イ

バ
ー

に
関
す

る

こ
と

・
事
業
者
の
Ｄ
Ｘ
推

進

・
青
年
・
女
性
組
織

及
び
事
業

後
継

者
等

人
材
育

成

・
近
代
化
基
金
融
資

及
び
管
理

①
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
単
位
の
経
営

改
善
及
び
情
報
化
を
扱
う
委
員
会
の
委
員

又
は
専
門
家
（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク

協
会
の
会
員
事
業
者
と
す
る
。
）

②
全
ト
協
青
年
部
会
長
及
び
全
ト
協
女
性

部
会
長

経
営
改
善
事
業
部
 

物
流

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

委
員
会

 
・
広
域
、
地
域
の
物

流
ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
に

係
る
固

有
の
諸
課

題
①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
地
域
の
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
従

事
す
る
事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
広
域
の
物
流
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
従
事
す
る
事
業
者
若
干
名
）

輸
送
事
業
部
 

道
路

・
施

設
委

員
会
 

・
重
要
物
流
道
路
並

び
に
道
路
整
備
に
関
す
る
こ
と

・
高
速
道
路
の
料
金

・
特
殊
車
両
通
行
制
度

・
他
団
体
と
の
連
携
等
要
望
活
動
の
進
め
方
に
関
す
る
こ
と

・
共
同
休
憩
施
設
及

び
附
帯
施

設
の
管
理

及
び
運

営
等

・
運
行
情
報
セ
ン
タ

ー
の
管
理

及
び
運
営

・
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等

に
係

る
施

設
の
建

設
、
整
備

及
び

廃
止

に
関
す
る
こ
と

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

道
路
・
施
設

部
 

適
正

取
引
委

員
会

 
・
多
重
下
請
構
造
に
関
す
る
こ
と

・
業

界
内

の
適
正
取
引
に
関
す
る
こ
と

・
荷
主
と
の
適
正
取
引
に
関
す
る
こ
と

・
独
占
禁
止
法
及
び
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
に
関
す
る
こ
と

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

企
画
部
 

ト
ラ

ッ
ク

適
正

化
二

法
対
策

委
員

会

・
ト

ラ
ッ

ク
適

正
化
二
法
に
関
す
る
こ
と

・
許
可
の
更
新
制
度

の
導
入

・
適
正
原
価
に
関
す

る
こ
と

・
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
の
適
正
化
の
た
め
の
体
制
に
関
す
る
こ
と

①
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

企
画
部
 

次
世

代
ト

ラ
ッ

ク
対

応
委
員
会

 
・
次
世
代
ト
ラ
ッ
ク

に
関
す
る
こ
と

・
次
世
代
ト
ラ
ッ
ク
に
係
る
イ
ン
フ
ラ
・
環
境
整
備

・
次
世
代
ト
ラ
ッ
ク
に
係
る
制
度
・
法
律
等

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

交
通
・
環
境
部
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社
会
的

評
価

向
上

委
員
会

 
・
ト
ラ
ッ
ク
業
界
の

社
会
的
評
価
の
向
上
に
関
す
る
こ
と

・
ト
ラ
ッ
ク
業
界
に
従
事
す
る
全
て
の
者
に
係
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
、
防
止
対
策

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

経
営
改
善
事
業
部
 

車
両

技
術

委
員

会
 

・
車

両
の

安
全

技
術

・
車
両
の
保
守
・
管

理

・
車
両
の
構
造
等

①
ブ
ロ
ッ
ク
協
会
推
薦
者

（
原
則
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
会
員

事
業
者
と
す
る
。
）

②
会
長
指
名
者
（
若
干
名
）

交
通
・
環
境
部
 

※
常

任
委
員

会
は
１

６
委
員
会
。
上
記
各
委
員
会
の
正
副
委

員
長

会
議

、
小
委

員
会
の
開

催
に

つ
い

て
は
、

随
時
委
員
会
の
承
認
を
得
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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「車両技術委員会」の設置について 

１．トラック運送業界を取り巻く環境 

・国内貨物輸送量の 9 割以上を担うのはトラック輸送であるが、人口減少等に

より国内経済への影響が懸念される中、物流の効率化等の社会課題を解

決し、物流の安定化を図ることが喫緊の課題である。 

・トラック運送業界で働く国内物流の担い手であるトラックドライバーが安心し

て働けるためには、長時間労働の是正や、賃金ＵＰなど職場環境改善を図

ることがトラック運送業界として急務である。 

・特に、昼夜を問わず国の経済活動を支えているトラックドライバーに期待され

る安全運行の確保は、経済的・社会的貢献を果たすトラック輸送における最

大の使命である。 

２．委員会設置の必要性と取り組み内容 

（１）車両の安全技術に関すること 

・トラック輸送機器であるトラックの安全性能向上や、省エネ効果が高いトラック

の導入、普及・促進は、経営戦略上重要なものであり、そうした先進安全技

術・環境技術について、情報発信を行う。 

（２）車両の保守・管理に関すること 

・物流を担うトラックは、耐久性に優れ、故障が少なく、維持経費も低廉なもの

となることが物流業界の期待するところであるが、保守管理上の車両トラブ

ルなどの情報収集などを通じ、現状を認識しつつ、国や、自動車メーカー

などへの改善提案などを検討する。 

（３）車両の構造等に関すること 

・進展が予想される物流ＤＸ（物流分野の機械化、物流のデジタル化）等新技

術に係る情報を収集し、会員事業者へ提供する。

・特に、トラック運送業の永続的維持を図る観点から、トラック輸送の省人化を

進展させる最新技術、車両の開発動向等にかかる情報の収集は必要不可

資料１―２ 
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欠であり、トラック運送業界のさらなる発展に寄与する情報の共有化を図る。 

３．委員会の活動報告 

・委員会の活動状況については、全ト協の正副会長会議の場での報告など、

トラック運送業界のさらなる発展につながるような情報発信に努める。

以上 
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資料２関係 

（２）車輪脱落事故の発生状況と事故防止に向けた取り組みについて

① 国土交通省公表資料

ア．冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施について  資料２-１ 

イ．中間とりまとめをうけた事故防止対策の進捗状況について

 資料２-２ 

② 全日本トラック協会資料

ア．大型車の車輪脱落事故要因に関する自動車工業会の見解 資料２-３

イ．令和７年版車輪脱落事故防止啓発リーフレット  資料２-４ 

ウ．車輪脱落事故惹起事業者に対する行政処分等   資料２-５ 



令和７年１０月１日 
物 流 ・ 自 動 車 局 
自 動 車 整 備 課 

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！ 

令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」にお

いて、大型車の車輪脱落事故事例について調査、分析を行い、同年 12 月に中間とりまとめを公

表しました。調査結果から、事故車両の多くにタイヤ脱着作業時のワッシャ付きホイール・ナ

ットの点検、さび取り清掃や各部位への潤滑剤の塗布、さらにはホイール・ナットが円滑に回

るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施さ

れていないなどの問題点が確認されており、昨年度においても引き続き同様の事例が確認され

ています。 

こうした状況を踏まえ、令和７年 10 月から令和８年２月にかけて「大型車の車輪脱落事故防

止キャンペーン」を実施します。 

【主な取り組み】 

適切なタイヤ脱着作業や保守管理の徹底を周知 

不適切な脱着作業を防ぐため、余裕を持って正

しい脱着作業を行えるよう、冬用タイヤ交換作

業の平準化を推進 

車輪脱落予兆検知装置について普及促進（国か 

らの補助を最大５万円受けることができます。） 

以上３点について、降雪地域だけでなく、全国 

に周知啓発活動を展開 

＜添付資料＞ 

別紙１：車輪脱落事故発生状況 

別紙２：大型車の車輪脱落事故防止のための啓発チラシ 

別紙３：ホイールボルト、ナットやディスクホイール、ハブの錆に注意！ 

 啓発チラシ 

別紙４：車輪脱着予兆検知装置のご案内チラシ 

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が増加する傾向を踏ま

え、タイヤ脱着時の確実な作業及び保守管理の徹底を呼びかける「大型車の車

輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。 

<問い合わせ先> 

物流・自動車局自動車整備課 松井、坂本 

代表:03-5253-8111（内線：42413） 

直通:03-5253-8599 

車輪脱着作業から車輪脱落事故までの期間別

発生件数（令和６年度） 
（件） 

車輪脱着作業後1ヶ月以内に 

約45％（54件）発生 

1
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ハイライト表示

大橋 直弘
ハイライト表示
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ハイライト表示
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ハイライト表示
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ハイライト表示
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H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6

年度別の大型車の車輪脱落事故の発生件数（過去10年間）

発生件数

うち、人身事故件数

（件）

8

4 3 4
6 6

8 8

28

19 20

6

0

10

20

30

40

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

車輪脱落事故の月別発生件数（令和６年度）
（件）

車輪脱落事故発生状況 別紙１

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

（年度）

n=120
120件のうち、12月～２月に56％（67件）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 事故件数は増加傾向であったが、令和６年度は120件
発生、令和５年度（142件）より22件減少した。

• 車輪脱落事故に伴う人身事故は３件、内３名が重軽
傷を負った。

2



車輪脱落事故発生状況

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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26

36

15
12
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13

1 2
0

0

10

20

30

40

50

北海道 東北 北信 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

事故車両の使用の本拠の位置（令和５年度との比較）

令和５年度（142件）

令和６年度（120件）

（件）

事故車両の使用の本拠の位置は
前年度と同様

54

30

10

5
2 1 1

17

0

20

40

60

～１ヶ月 ～２ヶ月 ～３ヶ月 ～４ヶ月 ～５ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 不明

車輪脱着作業から車輪脱落事故発生までの期間（令和６年度）

車輪脱着作業後１ヶ月以内に、車輪脱落
事故が発生したものが45％（54件）

（件）

n=120

3



車輪脱落事故発生状況

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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年
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年
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年
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年
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年
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年
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8
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0
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3
1
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3
2
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3
3
年

（件）
車歴別の車輪脱落事故の発生件数（令和２年度～令和６年度）

初度登録年から４年経過以降に多く発生

定期点検整備

10%

臨時整備

2%

タイヤ交換等

83%

不明

5%

タイヤ脱着作業内容別

令和６年度
１２０件

冬用タイヤなどタイヤ交換等が
大半を占める

左前輪

2%
右前輪

2%

左後輪

92%

右後輪

4%

令和６年度
１２０件

脱落した車輪位置

左後輪に集中する傾向は、
前年度と変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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大型車ユーザー

52%

タイヤ専業店

27%

自動車整備事業者

13%

不明・その他

8%

タイヤ脱着作業実施者別

令和６年度
１２０件

車輪脱落事故発生状況

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

大型車ユーザー自らのタイヤ脱着作
業が大半を占める傾向は、前年度と
変化なし

※ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損又はホ
イール・ナットの脱落により車輪が 自動車から脱落した事故

※ 各母数は調査できなかったものも含まれているため、各割合は●％以上と表示した
出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

➢ 各作業実施者に同種不備があり、潤滑剤塗布未実施（不適切）の割合が高い

作業実施者 大型車の使用者
（62件のうち）

タイヤ専業店
（33件のうち）

整備事業者
（16件のうち）

作業等不備割合
※１件に複数の
不備もあり

潤滑剤塗布未実施・
不適切
【50％以上】

潤滑剤塗布未実施・
不適切
【21.2％以上】

潤滑剤塗布未実施・
不適切
【18.7％以上】

トルクレンチ等不使用
【16.1％以上】

トルクレンチ等不使用
【9.0％以上】

トルクレンチ等不使用
【6.2％以上】

ホイール・ナット等清
掃未実施
【12.9％以上】

ホイール・ナット等清
掃未実施
【6.0％以上】

ホイール・ナット等清
掃未実施
【0％】

タイヤ脱着作業実施者別タイヤ脱着作業時における不備（令和６年度）

5



車輪脱落事故車両調査

➢ 令和６年度に発生した車輪脱落事故車両120台のうち98台に対して、

各部品に劣化・損傷状態や、タイヤ脱着作業の実施状況を確認する
事故車両調査を実施した。

➢ 事故車両調査の結果、

・ホイール・ナットとワッシャのすき間に潤滑剤の塗布が見られず、ホ
イール・ナットとワッシャがスムーズに回転しないものや、ワッシャが
固着しているもの

・ホイール・ボルトやナットに著しいさびがあるものや、ゴミ等の異物が
付着しているもの
・ディスク・ホイールやハブ等に著しいさびがあるもの
等、適切なタイヤ脱着作業が実施されていない車両が確認された。

事故車両調査により確認された各部品の劣化・損傷事例

潤滑剤が塗布されていない 締め付け不良・潤滑剤が塗
布されていない

ディスク・ホイールやハブの錆び

ディスク・ホイールの表面全体が
錆びている。

ホイール・ナットが滑らかに回
転せず、油分が付着していな
かった。

ホイール・ボルトのねじ部が
ディスク・ホイールとの干渉に
より損傷。また、油分が付着し
ていなかった。

ハブのディスク・ホイール当たり
面に錆が付着。
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９
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大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
・
分
析
検
討
会
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
の
ポ
イ
ン
ト

中
間
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

○
令
和
4年
12
月
に
調
査
・分
析
検
討
会
に
お
け
る
事
故
防
止
対
策
の
あ
り方
に
つ
い
て
「中
間
取
りま
とめ
」を
公
表
。

○
今
後
、関
係
団
体
と協
力
して
「中
間
取
りま
とめ
」に
お
い
て
提
言
され
た
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
を推
進
。

○
車
輪
脱
落
事
故
車
両
調
査
、
タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
等
の
実
態
調
査
・
分
析
結
果

・
劣
化
し
た
ナ
ッ
ト
の
使
用
や
、
ナ
ッ
ト
の
点
検
・
清
掃
、
潤
滑
剤
の
塗
布
等
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

・
規
定
ト
ル
ク
で
ナ
ッ
ト
の
締
め
付
け
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
増
し
締
め
も
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

・
日
常
点
検
に
お
い
て
、
ナ
ッ
ト
の
緩
み
の
有
無
を
確
認
し
て
い
な
か
っ
た
。

・
整
備
管
理
者
に
よ
る
指
導
・
管
理
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。

○
実
証
実
験
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
事
項

・
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
は
適
切
に
潤
滑
剤
の
塗
布
を
行
わ
な
い
場
合
、
締
め
付
け
を
繰
り
返
す

た
び
に
、
締
め
付
け
力
（
軸
力
）
が
徐
々
に
低
下
す
る
。
（
右
図
）

・
最
大
積
載
の
大
型
貨
物
自
動
車
の
左
右
の
駆
動
輪
を
、
メ
ー
カ
ー
の
規
定
ト
ル
ク
よ
り
も

低
い
ト
ル
ク
で
締
め
付
け
、
悪
路
条
件
等
を
模
擬
し
た
テ
ス
ト
コ
ー
ス
を
サ
イ
ク
ル
走
行
さ

せ
た
結
果
、
軸
力
が
一
定
の
水
準
よ
り
小
さ
い
場
合
に
、
走
行
に
伴
い
急
速
に
軸
力
が

低
下
し
、
０
に
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

ナ
ッ
ト
の
繰
り
返
し
締
め
付
け
実
験
結
果

大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
係
る
調
査
・
分
析
検
討
会
に
お
い
て
提
言
さ
れ
た
事
故
防
止
対
策

○
速
や
か
に
実
施
す
べ
き
対
策

・
劣
化
部
品
の
適
切
な
交
換
を
促
す
緊
急
点
検
の
実
施

・
適
切
な
作
業
手
順
・
保
守
管
理
手
順
を
確
認
す
る
た
め
の
動
画
公
開

・
車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
継
続
的
実
施

等

○
中
・
長
期
的
に
実
施
す
べ
き
抜
本
対
策

・
車
輪
脱
落
事
故
惹
起
事
業
者
等
の
整
備
管
理
者
に
対
す
る
特
別

研
修
の
新
設

・
一
定
期
間
に
複
数
回
の
車
輪
脱
落
事
故
を
惹
起
し
た
事
業
者
等

の
整
備
管
理
者
に
対
す
る
、
解
任
命
令
の
発
令

・
人
為
的
な
作
業
ミ
ス
を
防
ぐ
た
め
の
車
両
ハ
ー
ド
対
策
等

限
界
軸
力
確
認
実
験
の
結
果

ボ
ル
ト
１
本
の

軸
力
が
０
と

な
っ
た

（
回
）
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令
和
4
年
度
の
大
型
車
の
車
輪
脱
落
防
止
対
策

ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
緊
急
点
検
を
実
施

〇
関
係
団
体
、各
運
輸
局
等
と連
携
して
、「
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャン
ペ
ー
ン」
を
実
施
す
る
等
、大
型
車
の

車
輪
脱
落
防
止
対
策
を
強
力
に
推
進
。

「大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャン
ペ
ー
ン
（
令
和
４
年
10
月
１
日
～
令
和
５
年
２
月
28
日
）
」の
取
組
事
例

・
大
型
車
ユ
ー
ザ
ー
に

D
M
を
発
送
し
、
適
切
な
作
業
や
保
守

管
理
に
つ
い
て
周
知
・
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
車
齢
４
年
を

超
え
る
大
型
車
を
対
象
に
、
大
型
車
ユ
ー
ザ
ー
、
タ
イ
ヤ
専

業
店
、
大
型
車
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
整
備
事
業
者
に
お
い
て
ナ
ッ
ト

の
劣
化
状
態
を
点
検
。

・
ナ
ッ
ト
の
劣
化
が
確
認
さ
れ
た
場
合
は
、
交
換
に
必
要
と
な
る

新
品
ナ
ッ
ト
を
、
大
型
車
メ
ー
カ
ー
よ
り
無
償
提
供
。

劣
化
し
た
ナ
ッ
ト
の
点
検
・交
換

街
頭
検
査
に
お
い
て
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
緩
み
を
確
認

【
近
畿
運
輸
局
に
よ
る
取
組
】

実
施
日
：
令
和

5年
1月

12
日

(木
)

実
施
場
所
：
大
阪
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
大
阪
府
寝
屋
川
市
）

実
施
結
果
：
街
頭
検
査
を
実
施
し
た
大
型
車

13
台
中
６
台
で
、
ホ

イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
の
緩
み
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち

５
台
は
、
左
側
車
輪
の
ホ
イ
ー
ル
・ナ
ッ
ト
が
緩
ん
で

い
た
。

ま
た
、
大
型
車
７
台
で
タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
後
の
増
し

締
め
が
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ト
ル
ク
・
レ
ン
チ
に
よ
り
ナ
ッ
ト
の
緩
み
を
確
認

15



ナ
ッ
ト
配
布
に
よ
る
冬
用
タ
イ
ヤ
早
期
交
換
の
推
進

劣
化
ナ
ッ
ト
→
新
品
ナ
ッ
ト

を
提
供

○
大

型
車

の
車

輪
脱

落
事

故
件

数
は

令
和

４
年

度
に

過
去

最
大

と
な

る
な

ど
増

加
傾

向
○

「大
型

車
の

車
輪

脱
落

事
故

防
止

に
係

る
調

査
・検

討
会

」に
お

け
る

調
査

結
果

を
踏

ま
え

、
令

和
５

年
度

に
お

い
て

は
、
こ

れ
ま

で
の

車
輪

脱
落

事
故

防
止

対
策

に
加

え
、
従

前
よ

り
実

施
し

て
い

る
点

検
の

奨
励

、
適

切
な

整
備

内
容

の
周

知
・啓

発
等

の
対

策
の

深
化

を
図

る
と

と
も

に
、
更
な
る
対
策

と
し

て
、
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
整
備
管
理
者
に
対
す
る
行
政
処
分
を
導
入

す
る

予
定

（R
5

.1
0

.1
 改

正
通

達
施

行
予

定
）

※
「
大

型
車

の
車

輪
脱

落
事

故
に

係
る

調
査

・分
析

検
討

会
」中

間
取

り
ま

と
め

（R
4

.1
2

）の
提

言
事

項

○
車

輪
脱

落
事

故
車

両
調

査
や

実
証

実
験

に
基

づ
く

事
故

の
推

定
要

因
等

の
調

査
・分

析
も

継
続

し
て

実
施

。

行
政
処
分
の
導
入

車
輪

脱
落

事
故

を
惹

起
し

た
自

動
車

運
送

事
業

者
に

対
す

る
車

両
の

使
用

停
止

○
初

違
反

２
０

日
車

、
再

違
反

４
０

日
車

※
「
不

正
改

造
」
に

よ
る

処
分

と
同

じ
量

定

一
定

期
間

に
複

数
回

の
車

輪
脱

落
事

故
を

惹
起

し
た

自
動

車
運

送
事

業
者

等
に

選
任

さ
れ

て
い

る
整

備
管

理
者

に
対

す
る

解
任

命
令

○
上

記
、
再

違
反

の
処

分
と

な
る

場
合

よ
り
効
果
的
な
ポ
ス
タ
ー
に
よ
る
周
知
啓
発

「タ
イ

ヤ
の

点
検

整
備

」の
一

層
の

促
進

に
つ

な
げ

る
デ

ザ
イ

ン
と

し
た

ポ
ス

タ
ー

で
の

周
知

・啓
発

の
実

施
等

タ
イ
ヤ
交
換
需
要
が
集
中
し
、
点
検
整
備
ミ
ス
が
起
き
る
こ
と
を
防
ぐ

た
め
、
車
輪
脱
落
事
故
が
多
発
し
て
い
る
雪
国

（
北

海
道

・
東

北
・
北

陸
信

越
）
に

お
い

て
、
降

雪
期

前
の

早
期

に
タ

イ
ヤ

交
換

を
し

た
際

に
、
劣

化
し

た
ナ

ッ
ト

が
あ

る
場

合
は

自
工

会
か

ら
新
品
の
ナ
ッ
ト
を
無
償
提

供

令
和
５
年
度
ポ
ス
タ
ー
（案
）

令
和
４
年
度
の
取
組
み

（
動
画
で
の
周
知
啓
発
）

中
間
と
り
ま
と
め
を
受
け
た
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
つ
い
て
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大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
に
つ
い
て

項
目

対
応
状
況
（
R

5.
9.

21
時
点
）

短
期
的

対
策

適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
や
増
し
締
め
等
の
保
守
管
理
に
関

す
る
周
知
・
啓
発

措
置
済
（
R

4.
10
緊
急
点
検
を
実
施
）

動
画
を
活
用
し
た
作
業
手
順
の
啓
発

措
置
済
（
R

4.
9適
切
な
作
業
手
順
を
解
説
し
た
啓
発
動
画
の
作
成
）

車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
継
続
的
実
施

継
続
実
施
中
（
今
年
度
は

R
5.

10
か
ら
実
施
予
定
）

適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
や
保
守
管
理
の
た
め
の
講
習
会
の

開
催

措
置
済
（
R

4.
9か
ら
ト
ラ
ッ
ク
協
会
等
と
連
携
し
て
実
施
中
）

車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
の
指
導

措
置
済
（
R

4.
12
か
ら
整
備
管
理
者
研
修
で
ボ
ル
ト
実
物
の
活
用
を
開
始
）

整
備
管
理
者
管
理
権
限
の
明
確
化

措
置
済
（
R

4.
5整
備
管
理
規
程
の
様
式
に
明
記
）

中
長
期
的

対
策

タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
者
に
お
け
る
適
切
な
作
業
を
徹
底
す
る
た
め

の
施
策

車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
継
続
し
つ
つ
、
今
年
度
は
新
規
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
と
、
ナ
ッ
ト
配
布
に
よ
る
冬
用
タ
イ
ヤ
早
期
交
換
の
推
進
を

行
う

タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
者
に
よ
る
人
為
的
な
作
業
ミ
ス
を
防
ぐ
た
め

の
ハ
ー
ド
対
策

日
本
自
動
車
工
業
会

/大
型

4社
で
協
調
し
取
り
組
ん
だ
基
礎
研
究
の
結
果
、

予
兆
検
知
シ
ス
テ
ム
見
込
み
が
期
待
で
き
る
手
法
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。

20
23
年
度
か
ら
は
、
各
社
で
の
技
術
開
発
に
移
行
。

劣
化
し
た
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ
ト
を
排
除
す
る
た
め
の
施
策

車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
継
続
し
つ
つ
、
更
な
る
施
策
に
つ
い

て
は
継
続
検
討

整
備
管
理
者
に
対
す
る
指
導
強
化

一
定
期
間
に
複
数
回
の
車
輪
脱
落
事
故
を
惹
起
し
た
整
備
管
理
者
に
対
す

る
解
任
命
令
の
導
入
（
R

5.
10
施
行
予
定
）

車
輪
脱
落
事
故
惹
起
事
業
者
等
の
整
備
管
理
者
に
対
す
る
、
実
習
も
含
め

た
整
備
管
理
者
特
別
研
修
の
新
設

「
大
型
車
の
車
輪
脱
落
事
故
に
係
る
調
査
・
分
析
検
討
会
」
中
間
取
り
ま
と
め
（
R

4.
12
）
に
お
け
る
車
輪
脱
落
事
故
防
止
対
策
の
進
捗
状
況
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取扱注意 

車輪脱落事故惹起事業者に対する行政処分等 

１．島根事故 

発生日：２０２３（令和５年）年１１月３０日 重傷者１名 

送検日：2024 年 3 月 14 日：運転者：過失傷害罪（島根県警浜田警察署） 

起訴日：2024 年 7 月 31 日：松江地方検察庁浜田支部 

判決日：2024 年 10 月 11 日：松江地方裁判所浜田支部 

※事故日から 11 か月で結審

禁固２年、執行猶予３年

≪行政処分状況≫ 

処 分 日 ： ２０２４（令和６年）年７月２９日 

処分内容 ： 事業用自動車の使用停止 「１６０日車」 

２．青森事故 

発生日：２０２３（令和５年）年１２月１日 死者１名、重傷者１名 

送検日：2024 年 10 月 16 日 運転者 ： 過失運転致死傷罪 

整備担当者（2 名） ： 業務上過失致死傷罪 

※青森県警察が、青森地方検察庁八戸支部に書類送検

※事故日から現在までに約２年経過

滋賀県トラック協会による顧問弁護士への説明 

・令和６年１２月５日

全ト協顧問弁護士に、脱落事故の構造的問題等を説明

・令和６年１２月１０日

   全ト協顧問弁護士から、担当弁護士に上記内容を伝達 

≪行政処分状況≫ 

処 分 日  ： ２０２４（令和６年）年４月１５日 

処分内容  ： 事業用自動車の使用停止 「２０日車」 

整備管理者の解任命令 

資料２―５ 

32

大橋 直弘
ハイライト表示

大橋 直弘
ハイライト表示

大橋 直弘
ハイライト表示



NEWS RELEASE  人と物の移動を見つめ支えます 

国土交通省中国運輸局 
Chugoku Transport & Tourism Bureau 

令和６年８月９日 

浜田市のトラック事業者に対して行政処分を実施しました 

令和５年１１月３０日に島根県浜田市の国道９号線において、車輪脱落による人身事故が発

生したことを端緒として、橋本商店株式会社の三隅本社に対して、中国運輸局と島根運輸支局

が令和５年１２月４日及び令和６年３月２８日に立入監査を実施しました。 

監査の結果、ホイールナットの脱落に起因する車輪脱落事故を惹起したことなど、貨物自動

車運送事業法等関係法令に違反する事実が確認されたため、中国運輸局は同法第３３条の規

定に基づき、当該事業者に対し、三隅本社の事業用自動車（トラック）１２両の使用停止を命じ

ました。 

当局では、輸送の安全を確保するために、引き続き運送事業者を指導監督し、法令遵守の

徹底に努めます。 

【行政処分の内容】 

１ 行 政 処 分 年 月 日 ： 令和６年７月２９日 

２ 事 業 者 名 ： 橋本商店株式会社（代表取締役 橋本 隆幸） 

住          所 ： 島根県浜田市三隅町岡見６１９８－５ 

処 分 対 象 営 業 所 ： 三隅本社（島根県浜田市三隅町岡見６１９８－５） 

３ 行 政 処 分 の内 容 ： 事業用自動車の使用停止 １６０日車（１１両×１３日、１両×１７日） 

（令和６年８月９日から令和６年８月２５日まで） 

４ 違 反 の 内 容 ： 別紙のとおり 

５ 違反点数付与状況 ： １６点（累積点数：１６点） 

【参考】トラックの処分状況（中国運輸局管内の許可取消、事業停止、車両停止の合計） 

         

※令和６年６月末時点。今回の処分を除く。

【問い合わせ先】 

中国運輸局 自動車運送事業安全監理室 島根運輸支局 自動車運送事業監査室 

担当 ：則宗
のりむね

、松枝
まつえだ

 担当 ：鬼
おに

村
むら

、釜田
か ま だ

 

ＴＥＬ ：０８２－２２８－３４６０ ＴＥＬ ：０８５２－３７－１３１１ 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度※ 

３３件 ４０件 ３３件 ３３件 ４件 
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別  紙 

【車両停止に係る違反】 

ホイールナットの脱落に起因する車輪脱落事故を惹起した。

（貨物自動車運送事業法第１７条第１項第２号） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の３） 

点呼の記録に不実記載があった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項） 

点呼を確実に実施していなかった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項及び第３項） 

認可を受けないで自動車車庫を設置していた。 

（貨物自動車運送事業法第９条第１項） 

（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号） 

運転者に対して過労運転を防止するための措置が適切に行われていなかった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第１項第１号） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項） 

運転者に対する適切な指導及び監督が行われていなかった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項） 

運行管理者に講習を受講させていなかった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項） 

【警告に係る違反】 

疾病のおそれのある乗務員を運行の業務に従事させていた。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第１項第１号） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項） 

点呼の記録の記載事項等に不備があった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項） 

業務の記録の記載事項等に不備があった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条） 

運転者等台帳の記載事項等に不備があった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項） 

運転者に対する指導及び監督を行った旨の記録を確実に行っていなかった。 

（貨物自動車運送事業法第１７条第４項） 

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項） 
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≪発表記者会：東北電力記者会≫
≪  〃  ：宮城県政記者会≫

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ２ 日
国土交通省 東北運輸局

１．行政処分等対象事業者及び営業所

 事業者：盛運輸 株式会社  代表取締役 盛 大剛
（法人番号：９４２０００１００２０９３）
青森県青森市大字新町野字薄井５８－３

 営業所：岩手営業所
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第５地割３２３番地

２．行政処分等年月日   令和６年４月１５日

３．行政処分等の概要

（１）事業用自動車の使用停止処分

（２）整備管理者の解任命令

（３）文書警告

４．違反の概要

【裏面へ続く】

車輪脱落事故を発生させた一般貨物自動車運送事業者に対し輸
送施設の使用停止命令等を発しました

 令和５年１２月１日、一般貨物自動車運送事業者の岩手営業所に配置されているト
ラックが、青森県の八戸自動車道下り線において、車輪脱落による死亡事故を起こし
たことから、同年１２月４日に東北運輸局及び東北運輸局岩手運輸支局は下記事業者
に対し監査を実施しました。その結果、貨物自動車運送事業法等関係法令に違反して
いる事実が認められたため、東北運輸局長は輸送施設の使用停止命令等を発しました
のでお知らせします。
 なお、命令書の交付については、本日、岩手運輸支局において行いました。

記

（貨物自動車運送事業法第１７条第１項第２号）

令和６年４月２２日から令和６年５月１日（２両×１０日）

（１）事業用自動車の安全性を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守して
いなかった
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（道路運送車両法第４７条の２）

以 上

 ≪問い合わせ先≫

℡：０２２－７９１－７５３２

①ホイールナットの脱落による車輪脱落事故を惹起した

（道路運送車両法第４７条）

（３）輸送の安全を確保するための国土交通省令で定める事項を遵守していなかった
（貨物自動車運送事業法第１７条第４項）

①運転者に対する指導及び監督を適切に行っていなかった
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の３）

担当：金澤、佐藤（光）

（２）使用する自動車の日常点検整備が適切に行われていなかった

東北運輸局 自動車交通部 自動車監査官 
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資料３関係 

（３）車輪脱落事故責任の明確化に係る実証実験について

① 滋賀県トラック協会が設置する国土交通省等との意見交換会 資料３-１

② トルクレンチで適正締付け 資料３-２ 

③ 大型車脱輪事故の原因究明のための基礎実験企画書 資料３-３ 



滋賀県トラック協会が設置する国土交通省等との意見交換会 

設置の背景等 

 大型車の車輪脱落事故問題に関しては、毎年、国土交通省から事故防止対策が示され、数々

の啓発活動が実施されているものの、脱落事故件数は減少することなく、悲惨な人身事故も

発生するなど、その対応が喫緊の課題となっている。 

一方、トラック運送業界において、輸送の安全確保は最優先課題であるところ、車両脱落

事故が発生した場合には、当該ドライバーはもとより、トラック運送事業者としても当該車

両の運行責任が追及されている現状にある。 

こうしたことを背景に、滋賀県トラック協会において、早期の車輪脱落事故防止根絶を視

野に、トラック運送事業者目線での脱落原因を究明するための国土交通省・自動車工業会・

全日本トラック協会をメンバーとする意見交換の場を設置し、国、自動車メーカーへの有効

な対策につながる情報発信を実施することとした。 

これまでの意見交換の主な内容 

○車輪脱落事故対応に関する国土交通省との意見交換：令和６年３月６日（水）

多田整備課長：大型車両を保有する使用者の視点から、大型車両の使用管理実態を踏まえ

つつ、国が進めている調査・分析検討会で行っている検証内容や、深堀す 

べき項目などについて忌憚のない意見交換の場を通じて、車輪脱落事故防 

止に有効な対策につなげたい。 

今後、定期的な意見交換を行っていきたい。 

松田会長挨拶：多発している車輪脱落事故に関し、車両の構造的な問題の解明が必要であ 

り、車輪脱落事故の全責任がドライバーや管理者に負されることのないよ 

う、外注作業場における責任範囲の明確化など、責任の所在に関する課題 

などについても提起していく必要がある。 

○第１回：令和６年４月２２日（月）開催場所：滋賀県トラック協会

メンバー構成

・滋賀県トラック協会

・国土交通省 物流・自動車局自動車整備課

・自動車工業会 大型車車輪脱落事故防止分科会

・全日本トラック協会 交通・環境部

◇滋賀県トラック協会から、ISO方式の設計強度の問題点、メーカーが脱落防止の特許を

取得しているにも関わらず市場導入していないこと、などを指摘

◇国土交通省から、令和５年度の速報値：大型車の車輪脱落事故の発生状況等について資

資料３－１ 
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料説明 

○第２回：令和６年６月７日（金） 開催場所：株式会社三立運輸

◇滋賀県トラック協会から、整備作業や、車輪脱落事故の懸念点等を説明

・タイヤ交換作業時の芯だしの重要性

・ハンマー点検の緩みの確認体験 等

◇自動車工業会から、ISO方式採用時の設計強度の検討状況等について説明

○第３回：令和６年７月３１日（水）開催場所：滋賀県トラック協会

◇自動車工業会から、ISO方式の設計強度の検討状況等について、技術報告書に基づく説

明

◇国土交通省から、脱落メカニズム解明のための実車実証実験の状況説明

○第４回：令和６年１１月２０日（水）開催場所：滋賀県トラック協会

◇滋賀県トラック協会から、

・左後輪の右ネジの回転方向における緩みやすさの実証実験の必要性提起

・ネジ部へのエンジンオイル使用に関する問題提起 等

◇自動車工業会から、

・締め付け角度センサーに関する説明

・左前輪折損のホイールボルト（ＵＤ製）の調査状況説明

◇国土交通省から、令和６年度の実証実験概要の説明

○第５回：令和７年６月１７日（火）開催場所：滋賀県トラック協会

◇滋賀県トラック協会から、

・左後輪の右ネジの回転方向における緩みやすさの簡易実験の状況報告

◇自動車工業会から、

・締め付け角度センサーに関する説明

・左前輪折損のホイールボルト（ＵＤ製）の調査状況説明

◇国土交通省から、令和６年度の実証実験概要の説明

○第６回：令和７年１０月７日（火）開催場所：滋賀県トラック協会

◇滋賀県トラック協会から、

・オーバートルク締め付けを問題提起

・左後輪の右ネジの回転方向における緩みやすさの実証実験の状況報告

◇国土交通省から、大型車の車輪脱落事故防止について資料説明
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◇全日本トラック協会から、

・「車両技術委員会」設置について情報提供

・令和７年版車輪脱落事故防止リーフレット作成の説明

以上 
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に
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付
け

る
場

合
は

、
エ

ア
ー

圧
レ

ギ
ュ

レ
ー

タ
の

調
整

や
締

付
け

時
間

に
十

分
注

意
し

て
、

締
過

ぎ
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
最

後
に
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。
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、
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
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付
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
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付
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付
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
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％
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０
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ど
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
ま

た
、

一
箇

所
を

一
気

に
締
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け

て
し

ま
う
と

、
一

部
の

ホ
イ

ー
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と
ハ

ブ
の

間
に

す
き

間
が

生
じ

た
り

、
一

部
の

ボ
ル

ト
で

、
締

付
け

力
が

不
足

す
る

な
ど

、
緩

み
の

原
因

と
な

り
ま

す
。

対
角

線
順

に
２

～
３

回
に

分
け

て
締

付
け

ま
す

。

イ
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ト
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ン
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と
締

付
け

力
の
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係


締

付
け

ト
ル

ク
が

大
き

す
ぎ

て
過

締
付

け
と

な
る

と
、

ボ
ル

ト
が

伸
び

た
り

折
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、
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や
ホ
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り
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た
、
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落
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け
ま

す
。

従
っ

て
、

繰
返

し
締

付
け

る
と

過
大

な
締

付
け

と
な

り
が

ち
で

す
。

ま
た

、
回

転
速

度
に

も
注

意
し

ま
す

。
あ

ま
り

、
高

速
回

転
で

使
用

す
る

と
、

ボ
ル

ト
や

ナ
ッ
ト

の
ね

じ
部

を
傷

め
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

〔
イ

ン
パ

ク
ト

レ
ン

チ
の

注
意

事
項

〕

ト
ル

ク
レ

ン
チ

は
、

持
ち

方
な

ど
正

し
い

使
用

法
で

用
い

ま
す

。
特

に
、

プ
リ
セ

ッ
ト

型
ト

ル
ク

レ
ン

チ
で

は
、

何
度

も
繰

返
し

締
付

け
た

り
（
カ

チ
ン

音
の

繰
返

し
・
・
・
）
、

早
く
締

付
け

る
と

、
過

大
な

締
付

け
と

な
り

が
ち

で
す

。
ま

た
、

ワ
ッ
シ

ャ
ー

が
供

回
り

し
て

し
ま

う
場

合
は

、
ナ

ッ
ト

と
ワ

ッ
シ

ャ
ー

の
す

べ
り

面
に

異
常

が
あ

り
、

正
し

い
締

付
け

力
と

な
り

ま
せ

ん
。

〔
ト

ル
ク

レ
ン

チ
の

注
意

事
項

〕

締付け力

締
付

け
ト

ル
ク

(緩
み

限
界

)

(ボ
ル

ト
の

伸
び

限
界

)

締
付

け
ト

ル
ク

(5
5
0
～

6
0
0
N

・
m

)

過
締

付
け

（
ボ

ル
ト

伸
び

）

締
付

け
不

足
（
ナ

ッ
ト

緩
み

）

イ
ン

パ
ク

ト
レ

ン
チ

で
の

締
付

け
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トル
クレ

ンチ
の
使

い
⽅

C
o

p
yr

ig
h

t©
 J

a
p

a
n

 A
u

to
m

o
b

ile
 M

a
n

u
fa

ct
u

re
rs

 A
ss

o
ci

a
ti

o
n

, 
In

c.

ト
ル

ク
レ

ン
チ

の
使

い
方

（
シ

グ
ナ

ル
式

）

●
ト

ル
ク

レ
ン

チ
は

、
正

し
く
使

い
ま

す
。

●
握
る位
置
を守
る

握
る位
置
によ
って
トル
クが
変
わ
って
しま
うの
で
、工
具
メー
カー
指
示
の
位
置
を握
って
締
付
けま
す
。
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ボ
ル
ト、

ナ
ット

の
損

傷
（

誤
る
と、

どう
な
る
） C

o
p

yr
ig

h
t©

 J
a
p

a
n

 A
u

to
m

o
b

ile
 M

a
n

u
fa

ct
u

re
rs

 A
ss

o
ci

a
ti

o
n

, 
In

c.


損

傷
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
は

？


締

付
け

力
に

よ
っ

て
、

ボ
ル

ト
，

ナ
ッ
ト

の
ね

じ
部

は
強

く
押

し
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

特
に

、
過

大
な

締
付

け
を

繰
り

返
す

と
、

ね
じ

山
が

摩
耗

し
た

り
、

倒
れ

た
り

し
て

、
損

傷
し

ま
す

。


ね

じ
山

が
摩

耗
す

る
と

（
表

面
処

理
が

傷
ん

で
）
、

ね
じ

部
で

の
摩

擦
抵

抗
が

大
き

く
な

り
、

同
じ

締
付

け
ト

ル
ク

で
も

、
十

分
な

締
付

け
力

が
得

ら
れ

ま
せ

ん
。


締

付
け

力
に

よ
っ

て
、

ボ
ル

ト
，

ナ
ッ
ト

の
ね

じ
部

は
強

く
押

し
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
。

特
に

、
過

大
な

締
付

け
を

繰
り

返
す

と
、

ね
じ

山
が

摩
耗

し
た

り
、

倒
れ

た
り

し
て

、
損

傷
し

ま
す

。


ね

じ
山

が
摩

耗
す

る
と

（
表

面
処

理
が

傷
ん

で
）
、

ね
じ

部
で

の
摩

擦
抵

抗
が

大
き

く
な

り
、

同
じ

締
付

け
ト

ル
ク

で
も

、
十

分
な

締
付

け
力

が
得

ら
れ

ま
せ

ん
。

ボ
ル

ト
，

ナ
ッ
ト

の
ね

じ
部

損
傷

の
メ

カ
ニ

ズ
ム

●
亀

裂
や

損
傷

が
な

い
か

点
検

し
ま

す
。

●
ボ

ル
ト

が
伸

び
て

い
な

い
か

、
著

し
い

錆
び

の
発

生
が

な
い

か
点

検
し

ま
す

。

●
ね

じ
部

に
つ

ぶ
れ

や
、

や
せ

、
か

じ
り

な
ど

が
な

い
か

点
検

し
ま

す
。

●
ナ

ッ
ト

の
座

金
（
ワ

ッ
シ

ャ
ー

）
が

、
ス

ム
ー

ズ
に

回
転

す
る

か
点

検
し

ま
す

。

ね
じ

部
の

損
傷

部
位

ハ
ブ

ホ
イ

ー
ル

ボ
ル

ト
ホ

イ
ー

ル
ナ

ッ
ト

ホ
イ

ー
ル

締
付

け
力

締
付

け
ト

ル
ク
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ボ
ル
ト、

ナ
ット

の
損

傷
（

誤
る
と、

どう
な
る
） C

o
p

yr
ig

h
t©

 J
a
p

a
n

 A
u

to
m

o
b

ile
 M

a
n

u
fa

ct
u

re
rs

 A
ss

o
ci

a
ti

o
n

, 
In

c.


判

断
の

ポ
イ

ン
ト

は
？


錆

び
や

汚
れ

を
落

と
し

、
ね

じ
部

に
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

な
ど

を
薄

く
塗

布
し

て
、

ナ
ッ
ト

を
ボ

ル
ト

の
奥

ま
で

回
転

さ
せ

た
時

、
ス

ム
ー

ズ
に

回
転

し
な

い
場

合
は

、
ね

じ
部

に
異

常
が

あ
り

ま
す

。


ま

た
、

ナ
ッ
ト

と
座

金
（
ワ

ッ
シ

ャ
ー

）
の

す
き

間
に

エ
ン

ジ
ン

オ
イ

ル
な

ど
を

少
し

注
油

し
て

、
ワ

ッ
シ

ャ
ー

を
ナ

ッ
ト

側
に

押
し

付
け

な
が

ら
回

し
た

時
、

ゴ
ツ

ゴ
ツ

と
引

っ
か

か
る

場
合

は
、

ナ
ッ
ト

と
ワ

ッ
シ

ャ
ー

の
す

べ
り

面
に

異
常

が
あ

り
ま

す
。


異

常
が

あ
る

場
合

は
、

ボ
ル

ト
，

ナ
ッ
ト

を
セ

ッ
ト

で
交

換
し

ま
す

。


錆

び
や

汚
れ

を
落

と
し

、
ね

じ
部

に
エ

ン
ジ

ン
オ

イ
ル

な
ど

を
薄

く
塗

布
し

て
、

ナ
ッ
ト

を
ボ

ル
ト

の
奥

ま
で

回
転

さ
せ

た
時

、
ス

ム
ー

ズ
に

回
転

し
な

い
場

合
は

、
ね

じ
部

に
異

常
が

あ
り

ま
す

。


ま

た
、

ナ
ッ
ト

と
座

金
（
ワ

ッ
シ

ャ
ー

）
の

す
き

間
に

エ
ン

ジ
ン

オ
イ

ル
な

ど
を

少
し

注
油

し
て

、
ワ

ッ
シ

ャ
ー

を
ナ

ッ
ト

側
に

押
し

付
け

な
が

ら
回

し
た

時
、

ゴ
ツ

ゴ
ツ

と
引

っ
か

か
る

場
合

は
、

ナ
ッ
ト

と
ワ

ッ
シ

ャ
ー

の
す

べ
り

面
に

異
常

が
あ

り
ま

す
。


異

常
が

あ
る

場
合

は
、

ボ
ル

ト
，

ナ
ッ
ト

を
セ

ッ
ト

で
交

換
し

ま
す

。

ホ
イ

ー
ル

ボ
ル

ト
損

傷
事

例


ね

じ
部

に
摩

耗
な

ど
の

異
常

が
あ

る
場

合
は

、
摩

擦
抵

抗
が

大
き

く
な

っ
て

、
適

正
な

締
付

け
ト

ル
ク

で
締

め
て

も
、

必
要

な
締

付
け

力
が

得
ら

れ
ず

、
ナ

ッ
ト

の
緩

み
に

よ
る

脱
落

な
ど

、
車

輪
脱

落
事

故
の

原
因

と
な

り
ま

す
。

誤
る

と
、

ど
う
な

る
誤

る
と

、
ど

う
な

る

ね
じ

の
伸

び
ね

じ
の

曲
が

り

ね
じ

の
や

せ
倒

れ
ね

じ
の

つ
ぶ

れ

や
せ

た
ね

じ
の

断
面

イ
ン

パ
ク

ト
レ

ン
チ

の
不

適
切

な
取

扱
い

に
よ

る
過

締
付

け
の

繰
り

返
し

で
、

ボ
ル

ト
の

ね
じ

部
が

や
せ

て
倒

れ
た

例
。
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最
後

に
（

増
し締

め
）

C
o

p
yr

ig
h

t©
 J

a
p

a
n

 A
u

to
m

o
b

ile
 M

a
n

u
fa

ct
u

re
rs

 A
ss

o
ci

a
ti

o
n

, 
In

c.

●
ホ

イ
ー

ル
取

付
後

、
５

０
～

１
０

０
ｋ
ｍ

走
行

を
目

安
に

、
ナ

ッ
ト

を
締

め
方

向
（
右

回
り

）
に

、
ト

ル
ク

レ
ン

チ
な

ど
を

使
用

し
て

規
定

の
ト

ル
ク

で
5
5
0
～

6
0
0
 Ｎ

･ｍ
(5

5
～

6
0

㎏
ｆ･

m
)で

締
付

け
ま

す
。

※
締

付
け

を
行

っ
た

後
も

、
ナ

ッ
ト

が
た

び
た

び
緩

む
な

ど
の

異
常

が
あ

る
場

合
は

、
必

ず
ホ

イ
ー

ル
を

取
外

し
て

点
検

整
備

を
実

施
し

て
く
だ

さ
い

。
デ

ィ
ス

ク
ホ

イ
ー

ル
や

ハ
ブ

に
異

常
が

あ
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。


締

付
け

を
行

っ
た

後
も

、
ナ

ッ
ト

が
た

び
た

び
緩

む
な

ど
の

異
常

が
あ

る
場

合
は

、
必

ず
ホ

イ
ー

ル
を

取
外

し
て

点
検

整
備

を
実

施
し

て
く
だ

さ
い

。
デ

ィ
ス

ク
ホ

イ
ー

ル
や

ハ
ブ

、
ボ

ル
ト

や
ナ

ッ
ト

に
異

常
が

あ
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。

た
び

た
び

緩
む

と
、

ど
う
な

る
た

び
た

び
緩

む
と

、
ど

う
な

る
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大型車脱輪事故の原因究明のための基礎実験 

企画書 

令和７年９月 

一般社団法人滋賀県トラック協会 

神戸大学大学院 海事科学研究科 

15



１．調査の目的 

大型車タイヤの取り付け方法について、従前、国内規格（JIS方式）であったもの

が 2010年以降の新型車から国際的な標準規格（ISO方式）に変更され現在に至ってい

るが、ISO方式の大型車増加に比例して車輪脱落事故が増加し、その要因として、左

側のタイヤ取り付けナットの締め付け方向も ISO方式では右ネジ（JIS方式の左側の

ナットは「左ネジ」であった）となったことも起因していることをトラック業界とし

て懸念し、車輪脱落事故で左側の車輪が外れる事故が多発することに関し、国及び大

型車メーカーに技術的かつ論理的な説明を求めている。 

こうした中、令和５年 11月には島根県で、同年 12月には青森県で大型車から左側

の車輪が外れたことによる死傷事故が相次ぎ、このうち、島根県での事故では当該運

転者は業務上過失傷害による禁固２年、執行猶予３年の判決となり、青森県での事故

については、現在も検察庁の捜査が続けられている。 

こうした事態を受け、滋賀県トラック協会（松田直樹会長）は、車輪脱落事故では

ドライバーの責任が問われているのが実情であり、タイヤ取り付け方式の変更や、整

備した側の責任のあり方などをより詳細に検証する必要性に言及し、国が実施してい

る左右輪に着目した車輪脱落事故原因を探る実証実験の進捗状況等の共有化ととも

に、大型トラックユーザーの視点も含め、国と自動車工業会との車輪脱落の要因に関

する意見交換会の場を設置し、現在に至っている。しかしながら、これまでの国の実

証実験では左側で脱輪が多発する原因を究明できていない。また、自動車工業会は、

ISO方式を採用した立場であるため、適切に締め付ければ脱輪しないと主張するのみ

で、原因究明よりも啓発活動に軸足を置いている状況である。 

扇風機の羽根や草刈り機の刈刃など、回転軸と同一軸線で締結されるネジは、外力

で緩まないように左ネジが採用されている。一方、回転軸の外周で締結されるネジに

ついては、ネジの向きの影響を受けないと一般的に言われている。これが自動車工業

会の主張の根拠となっていると思われるが、脱輪事故の 96％が左後輪で発生すること

を鑑みると、ネジ向きの影響を定量的に検証する必要があると考える。これにより、

今後の実証実験や脱輪の防止策を考察する一助となることを期し、本企画書記載の実

験を実施するものである。 
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２．調査の方法 

回転軸の外周で締結されるネジについて、右ネジと左ネジで緩み易さに違いがない

のか実験により検証する。下図に試験装置の概要を示す。卓上型の圧縮試験機を用

い、回転軸の外周にネジで固定されたディスクに制動力相当の外力を繰り返し加え

て、ネジに取り付けられたボルト軸力センサ－にてネジの緩みを測定する。 

この試験装置にて、ネジの向きの影響、ネジ初期軸力の影響、圧縮力（制動力相

当）の大きさの影響、圧縮速度の影響、ディスク締結面の形状の影響、上下方向の荷

重の影響（実車での上下方向負荷相当）について調べる。 

３．提出物 
中間報告として、年内に中間報告書を提出する。令和 7年度末には、実験報告書を

提出する。 

４．契約期間 

  契約締結日から令和 8 年 3 月 31 日 

テンシロンＳＴＢ
（卓上型圧縮試験機）

ボルト軸力

変位/荷重

ネジ

制動力相当を繰り返し負荷

上下方向荷重の負荷
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５．スケジュール 

項目 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

実験準備 

実験と解析 

中間報告 〇 

最終報告 ◎ 
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添付資料 

ネジ緩み試験装置
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